
１０段階 基準額×1.80 １１８，８００円

１１段階 基準額×2.00 １３２，０００円

８段階 基準額×1.40 ９２，４００円

９段階 基準額×1.60 １０５，６００円

６段階 基準額×1.12 ７３，９００円

７段階 基準額×1.25 ８２，５００円

４段階 基準額×0.85 ５６，１００円

５段階 基準額 ６６，０００円

２段階 基準額×0.50 ３３，０００円

３段階 基準額×0.70 ４６，２００円

所得段階 基準額に対する割合 令和３年度 年間保険料

１段階 基準額×0.30 １９，８００円

65歳以上の人の保険料は，市の介護サービスにかかる費用などから算出された
「基準額」をもとに，みなさんの所得に応じて決まります。

いいえ

いいえ

はい

はい

※１ 明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や
老齢福祉年金 … 他の年金を受給できない人に支給される年金です。

「収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計（損益通算後）」 に、
※２ 「申告分離課税の所得金額」 を加算した金額。
合計所得金額 … （扶養控除や医療費控除、損失の繰越控除等をする前の金額）

また、第１段階から第５段階においては、
公的年金等の収入に係る雑所得は控除されます。

※３ 「国民年金・厚生年金・共済年金など市民税の課税対象となる年金」の
課税年金 … 年間収入額の合計です（収入金額から公的年金等控除額を差し引く前の金額）。
収入額 遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は、非課税年金のため含まれません。

あなたの保険料段階を確認しておきましょう

介護保険料は基準額をもとに決められます

基準額とは，各段階において保険料を決める基準となる額のことです。
介護保険料は所得が低い人などの負担を大きくしないために，本人や世帯員の
住民税課税状況や，本人の前年中の所得に応じて決められています。

※香取市の令和 ３ 年度～令和 ５ 年度基準額は ６６，０００円 です
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８０万円以下である

８０万円を超え１２０万円以下である

１２０万円を超えている

１２０万円未満である

１２０万円以上２１０万円未満である

２１０万円以上３２０万円未満である

３２０万円以上５５０万円未満である

５５０万円以上７５０万円未満である

７５０万円以上である
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はい
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（平成３０年度～令和２年度と同額です。）


